
訪問介護　　別紙料金表

地域区分： 2級地 地域区分単価： 11.12

訪問介護費

利用料

（介護報酬総額） （1割負担） （2割負担） （3割負担）

20分未満 163 ¥1,812 ¥182 ¥363 ¥544

20分以上30分未満 244 ¥2,713 ¥272 ¥543 ¥814

30分以上１時間未満 387 ¥4,303 ¥431 ¥861 ¥1,291

１時間以上1時間30分未満 567 ¥6,305 ¥631 ¥1,261 ¥1,892

１時間30分を超えて30分を増すごとに 82 ¥911 ¥92 ¥183 ¥274

20分以上45分未満 179 ¥1,990 ¥199 ¥398 ¥597

45分以上 220 ¥2,446 ¥245 ¥490 ¥734

20分以上45分未満 65 ¥722 ¥73 ¥145 ¥217

45分以上70分未満 130 ¥1,445 ¥145 ¥289 ¥434

70分以上 195 ¥2,168 ¥217 ¥434 ¥651

＊　夜間（18:00～22:00）又は早朝（6:00～8:00）の場合　             上記単位数の25％増し

＊　深夜（22:00～6:00）の場合 上記単位数の50％増し

＊　訪問介護員２名派遣の場合 上記単位数　×　200/100　

【その他加算・減算】

利用料
（介護報酬総額） （1割負担） （2割負担） （3割負担）

初回加算
新規に訪問介護計画を作成し、サービス
提供責任者がサービス実施・　同行した場
合（初回のみ）

200 ¥2,224 ¥223 ¥445 ¥668

緊急時訪問介護加算

※居宅サービス計画に位置づけられてい
ない身体介護を利用者又はその家族等か
ら要請を受けてから２４時間以内に行った
場合

100 ¥1,112 ¥112 ¥223 ¥334

生活機能向上連携加
算(Ⅰ)

サービス提供責任者が、理学療法士等の
助言に基づき訪問介護計画書を作成し、
その計画書に基づきサービス提供を行っ
た場合(初回月のみ）

100 ¥1,112 ¥112 ¥223 ¥334

生活機能向上連携加
算(Ⅱ)

サービス提供責任者が、理学療法士等と共同
して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護
計画書を作成し、その計画書に基づきサービス
提供を行った場合、初回のサービス提供日か
ら3か月間算定。

200 ¥2,224 ¥223 ¥445 ¥668

介護職員等処遇改善
加算(Ⅱ)

✓ 同一建物減算1

同一建物減算２

✓ 同一建物減算３

キャンセル料

実施地域外の交通費

介護保険外サービス

通常の実施地域を越えてサービス提供する場合 ※　20円/1km
※ 通常の事業の実施地域を越
えた地点から往復分を算出

区分限度額を超えてサービスを利用する場合
介護報酬告示上の額と同額（利

用者負担10割）

利用者がサービス実施前日の17時までに通知することなく
サービスの中止をした場合や、サービスの訪問時に利用者が
ご不在であった場合

787円

1月分の利用総単位数の1,000分の224を加算

【同一建物減算】※該当項目にチェック

事業所と同一敷地内建物等の利用者(1人
以上50人未満）にサービスを行う場合
または、事業所と同一敷地内以外で同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合

1月分の所定単位数の10％減

事業所と同一建物等の利用者50人以上に
サービスを行う場合

1月分の所定単位数の15％減

事業所と同一建物等の利用者が1人以上50
人未満の場合であって、
同一建物等に居住する利用者の割合が全
利用者数の90％以上である場合

1月分の所定単位数の12％減

該当なし

＊　計算式　：　介護報酬単価　×　地域区分　＝利用料
　  上記の１割または2割または3割【利用料－利用料×0.9または0.8または0.7(1円未満切捨て)】が利用者負担となります。

＊　 償還払いの場合は上記計算式から算出された料金10割を一旦お支払いいただきます
　　　（ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による）。

身体介護

生活援助

身体介護に引き続い
ての生活援助

注　利用料（10割）のうち、利用者負担額（１割または2割または3割）の計算方法については、【10割分の額－10割分の額×0.9または0.8または0.7（1円未満切捨て）】となる。

(単位数)
自己負担額

学研ココファン西調布ヘルパーセンター

月ごとのご請求金額は1カ月トータルの単位数を小数点以下切り捨てで料金に換算しま
すので、若干の差異が生じます。

2024/6/1

(単位数)
自己負担額



地域区分： 2級地 地域区分単価： 11.12

利用料

（介護報酬総額） （1割負担） （2割負担） （3割負担）

訪問型独自サービス１１
週１回程度の利用が必要な場
合
（事業対象者・要支援１・２）

1,176 月 ¥13,077 ¥1,308 ¥2,616 ¥3,924

訪問型独自サービス１２
週2回程度の利用が必要な場合
（事業対象者・要支援１・２）

2,349 月 ¥26,120 ¥2,612 ¥5,224 ¥7,836

訪問型独自サービス１３
（Ⅱ）を超える利用が必要な場
合
（事業対象者・要支援２）

3,727 月 ¥41,444 ¥4,145 ¥8,289 ¥12,434

訪問型独自サービス２１
1月当たりの回数を定める場合
標準的な内容の訪問型サービ
スである場合

287 回 ¥3,191 ¥320 ¥639 ¥958

訪問型独自サービス２２
1月当たりの回数を定める場合
生活援助が中心(所要時間20分
以上45分未満)の場合

179 回 ¥1,990 ¥199 ¥398 ¥597

訪問型独自サービス２３
1月当たりの回数を定める場合
生活援助が中心(所要時間45分
以上の場合

220 回 ¥2,446 ¥245 ¥490 ¥734

訪問型独自サービス２３
1月当たりの回数を定める場合
短時間の身体介護が中心であ
る場合

163 回 ¥1,812 ¥182 ¥363 ¥544

【その他加算・減算】

利用料

（介護報酬総額） （1割負担） （2割負担） （3割負担）

初回加算

新規に訪問介護計画を作成し、
サービス提供責任者がサービ
ス実施・　同行した場合（1月に
つき）

¥2,224 ¥223 ¥445 ¥668

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

サービス提供責任者が、理学療法
士等の助言に基づき訪問介護計画
書を作成し、その計画書に基づき
サービス提供を行った場合(初回月
のみ）

¥1,112 ¥112 ¥223 ¥334

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

サービス提供責任者が、理学療法
士等と共同して行ったアセスメント
結果に基づき訪問介護計画書を作
成し、その計画書に基づきサービス
提供を行った場合、初回のサービ
ス提供日から3か月間算定。

¥2,224 ¥223 ¥445 ¥668

介護職員等処遇改善加算
(Ⅱ)

✓ 同一建物減算1

同一建物減算２

✓ 同一建物減算３

キャンセル料

通常の事業の実施
地域外の訪問費用

介護保険外サービス 区分限度額を超えてサービスを利用する場合
介護報酬告示上の額と同額

（利用者負担10割）

該当なし

＊　原則として月単位の場合、日割り計算は行わない。ただし、①月途中からのサービス開始又は終了の場合、②要介護から要支援に変更となっ
た場合、③要支援から要介護に変更となった場合、④同一保険者管内での転居等により事業所を変更とした場合は、日割り計算による。

＊　月途中で要支援度が変更となった場合にも日割り計算を行う。

＊　同月内に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用した場合にも日割り計算を行う。

＊　計算式　：　介護報酬単価　×　地域区分　＝利用料
　  上記の１割または2割または3割【利用料－利用料×0.9または0.8または0.7(1円未満切捨て)】が利用者負担となります。

＊　 償還払いの場合は上記計算式から算出された料金10割を一旦お支払いいただきます
（ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による）。

利用者がサービス実施前日の17時までに通知することな
くサービスの中止をした場合や、サービスの訪問時に利
用者がご不在であった場合

787円

通常の実施地域を越えてサービス提供する場合 ※　20円/1km
※ 通常の事業の実施地域を越えた地

点から往復分を算出

事業所と同一敷地内建物等の利用者(1人以上50
人未満）にサービスを行う場合
または、事業所と同一敷地内以外で同一建物の利
用者20人以上にサービスを行う場合

1月分の所定単位数の10％減

事業所と同一建物等の利用者50人以上にサービス
を行う場合

1月分の所定単位数の15％減

事業所と同一建物等の利用者が1人以上50人未満
の場合であって、
同一建物等に居住する利用者の割合が全利用者
数の90％以上である場合

1月分の所定単位数の12％減

【同一建物減算】※該当項目にチェック

注　利用料（10割）のうち、利用者負担額（１割または2割または3割）の計算方法については、【10割分の額－10割分の額×0.9または0.8または0.7（1円未満切捨て）】となる。

(単位数)
自己負担額

200

100

200

1月分の利用総単位数の1,000分の224を加算

学研ココファン西調布ヘルパーセンター

訪問介護 ・  第１号訪問事業　　別紙料金表

介護予防訪問型サービス費(国基準） 2024/6/1

月ごとのご請求金額は1カ月トータルの単位数を小数点以下切り捨てで料金に換算しますので、若干の差異が生じます。

(単位数)
(算定
単位)

自己負担額


